
 
 

一 頁 

○ 総 務 省 令 第    号  
放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 二 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 必 要 的 配 信 の 品 質 に 関 す

る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  〇 〇  ○ ○    

必 要 的 配 信 の 品 質 に 関 す る 技 術 基 準 を 定 め る 省 令  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 第 二 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 配 信

用 設 備 に 適 用 さ れ る 技 術 基 準 （ 同 条 第 二 項 第 二 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 放 送 法 及 び 放 送 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則

第 十 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 映 像 信 号 ）  
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第 三 条  配 信 基 盤 か ら 送 出 さ れ る 映 像 信 号 は 、 次 の 各 号 に よ る も の と す る 。  
一  有 効 走 査 線 数 に あ っ て は 千 八 十 本  

二  走 査 方 式 に あ っ て は 順 次  

三  フ レ ー ム 周 波 数 に あ っ て は 三 十 ／ 一 ・ 〇 〇 一 ヘ ル ツ  

四  画 面 の 横 と 縦 の 比 に あ っ て は 十 六 対 九  

（ 音 声 信 号 ）  

第 四 条  配 信 基 盤 か ら 送 出 さ れ る 音 声 信 号 は 、 次 の 各 号 に よ る も の と す る 。  

一  標 本 化 周 波 数 に あ っ て は 四 十 八 キ ロ ヘ ル ツ  

二  量 子 化 ビ ッ ト 数 に あ っ て は 十 六 ビ ッ ト  

三  音 声 チ ャ ン ネ ル に あ っ て は 二 チ ャ ン ネ ル  

（ 配 信 の 品 質 に つ い て の 規 定 の 適 用 の 特 例 ）  

第 五 条  前 二 条 の 規 定 は 、 番 組 関 連 情 報 の 配 信 を 行 う 場 合 並 び に 伝 送 路 の 区 間 の 状 態 及 び 視 聴 者 端 末 の 性 能

そ の 他 配 信 の 実 態 に 照 ら し て 合 理 的 と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 こ れ に よ ら な い こ と が で き る 。  
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附  則  
こ の 省 令 は 、 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 三 十 六 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  


